
第15章　保健衛生・環境

１５－１　医療施設及び病床数

施設数 病床数 施設数 病床数

令和　２年度 32 6,512 316 742 197

　　　　３　　　 32 6,512 316 742 197

　　　　４　　　 32 6,499 311 685 197

　　　　５　　　 32 6,487 310 663 196

　　　　６　　　 32 6,482 304 640 191

　※「病院」とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有する

　　ものをいう。

　※「診療所」とは、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの、

　　又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。

（各年度末現在）

年　　度
病　　　院 一般診療所

歯科診療所

資料：健康福祉部保健所総務医薬課


